
変更点が実験従事者や期間の変更のみならば、遺伝⼦組換え実験計画書ではなく遺伝⼦組換え期間および実験従事者変更届を提出

⼆種省令を参考にして該当する項⽬全てにチェックを⼊れる。
カルタヘナ法⾮該当の実験でも、遺伝⼦の改変を伴う場合は本申請
書にて報告してください。

⼆種省令第５条に拡散防⽌措置が定められていない実験は⼤⾂確認
が必要になります。不明の場合は選択しないでください。

変更しても最初の申請で認められた実験期間は延⻑されません。
実験責任者は滋賀県⽴⼤学の教員のみです。

組換え微⽣物の使⽤などで培養設備容量が20	Lを超える場合。

未確認の実験室について室内の⾒取り図を添付する。使⽤予定実験
室内にオートクレーブが設置されていない場合、オートクレーブま
での経路を明記する。
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 動物実験（動物実験審査結果通知書　承認年月日：　　年　　月　日）  
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入手先・連絡先・運搬方法
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相手先・連絡先・運搬方法
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第2種省令において、きのこは植物的な扱いとなり、特別枠です。
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当該申請実験に従事予定の教員、学⽣、ポスドク、⾮常勤職員等全
員記載する。実験期間途中で実験従事者を変更する場合は遺伝⼦組
換え期間および実験従事者変更届を提出

実験内容を分野外の⼈間にもわかりやすく⽰してください。必要な
らば図を使⽤してください。図は別紙に⽰しても結構です。記⼊欄
も広げてかまいません。

次項に⽰すベクターDNAの⼀部であっても、認定系でなく、審査対
象となる場合はこの項にも⽰してください。

Accession	numberがあれば⽰してください。また、配列情報や図を
添付してもかまいません。

動物、植物、微⽣物、さらに微⽣物のなかでも原核⽣物、真菌、
原⾍、寄⽣⾍、ウイルス・ウイロイドの区別がつくように記載し
てください。（第2種省令においてウイルス・ウイロイドは微⽣物
扱いになり、宿主として記載する必要があります。）クラスにつ
いては次の⾴を参考にしてください。
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認定系の場合は⼆種告知別表第1に基づき記⼊

認定系以外の場合は⼆種告知別表第2を参考に以下に⽰す⼆種省令
第三条に規定されるクラスを記⼊

認定系以外のベクターの場合はベクターの構造が分かるように書く。
必要に応じて図をつける。

⼆種省令別表第⼆から第五条を参考に記⼊する。
P1,	P2,	P3 微⽣物実験
P1A,	P2A,	P3A 動物実験
P1P,	P2P,	P3P 植物実験（きのこは植物扱いになる）
LSC,	LS1,	LS2 ⼤量培養実験
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⼆種省令別表第⼆から第五条を参考に判断基準を書く。

組換え体ウイルスおよびウイロイド等を宿主に⽤いる場合、ある
いは、組換え体ウイルスおよびウイロイド等を保有する細胞を接
種する場合、その遺伝⼦組換え⽣物等を保有させている動物、植
物および細胞等の種名、系統名等を記載すること。
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動物使⽤実験、植物等使⽤実験で該当する場合に記⼊すること。前
者にあっては組換え動物等の習性に応じた逃亡の防⽌のための⼆重
の設備の内容、後者にあっては外部からの昆⾍の侵⼊の防⽌設備、
排⽔を回収するための設備、花粉等の外部への⾶散を防⽌するため
の措置の具体的内容について記載すること
拡散防⽌に関わる全ての機器がJIS規格などに規定された適正なもの
であること

⼆種省令第七条に従う。拡散を防ぐための構造を持つ容器を⽤い、
容器には取扱いに注意する旨の表⽰を貼ることが求められる。



http://www.lifescience.mext.go.jp/
bioethics/kankeihourei.html

⽂部科学省ライフサイエンス課

⼆種使⽤における拡散防⽌措置
以下「⼆種省令」と略す

⼆種使⽤における認定宿主ベクター系
以下「⼆種告知」と略す




